
（様式３）

１　評価対象施設

施設名

指定管理者

２　評価者

３　評価の実施状況

４　評価結果 ※項目は施設の状況等に応じ加除修正してください。

施設の目的に沿った
管理運営

１　マンパワーを超えたレベルでやっておられるようで、応分の資金の配慮が要ると思われ
　る。

２　仕様書および協定書に基づき、適切な管理運営を行っていました。

１、２、３　今後とも適正な運営を行うよう努めてまいります。（指定管理者）

利用者サービス向上の
取組

１　アンケート結果なども生かしておられるご様子でした。

２　職員が創意工夫をし、利用者の個々の特性に合わせた療育や支援、環境整備を行って
　いました。

３　コロナの感染防止に努めながら、地域とつながりを持ち、できる範囲での社会体験事業を
　実施していました。入所者の経験値を上げることができ、また、施設外で活動することは、
　地域住民にとっても共生の意識を高める良い機会だと思っています。大変だと思います
　が今後もお願いしたいと思います。

４　築40年を過ぎる建物は、工夫をするにも限界があります。危険な個所や劣悪な環境では
　そもそも利用者や在宅者支援の向上は難しいと感じました。

５　支援困難な利用者が増えて行く中で、個別的な支援の重要性はさらに増していくと思わ
　れる。
　　例えば、外出は、グループ外出ではなく、意思決定支援（何をしたい、どこへ行きたい、
　何を買いたい等）と合わせて、個別外出に切り替えていくべきである。支援効果は、特に
　行動障がい系、愛着障がい系の利用者に対して絶大である。
　　また、個別支援の内容によっては、学校を欠席して（自己選択だが）実施して有効な事
　態があるかもしれない。支援職員は昼間、施設には配置されているので。

６　児童期は、学校との連携が欠かせない。特に行動障がい系、愛着障がい系の支援にお
　いては、養護学校にはない社会モデル的な支援が必要である。それには信濃学園の支
　援が社会モデル化する必要がある。これは私見であるが、長野県知的障がい福祉協会
　主催の実践事例の研修会では、信濃学園のレポートの質は、まだまだ不十分である感は
　否めない。養護学校を変えるくらいの志の高さで支援の質の向上に励んでいただきた
　い。

１，２　今後とも適正な運営を行うよう努めてまいります。（指定管理者）

３　利用者の意思決定のためにはたくさんの経験をつめるような支援をする、と
　いうことを念頭におきつつ、今後も事業運営に努めてまいります。
　　　尚、昭和26年以降、地域の皆様の支えによって信濃学園は運営されている
　ことを痛感しております。地域の皆様からの信頼を損なわないように自らを律
　し、この関係を持続していくことができるよう努めます。　（指定管理者）

４　建物や設備については県の管轄になります。ただ、県の方々に信濃学園の
　実態をご理解いただくための主体的な努力を事業団が行ってきたかといえば
　そうでもありません。したがいまして、令和６年度以降は事業団が積極的に県
　に働きかけを行って、県と事業団が協力して問題解決に取り組むように努め
　てまいりたいと存じます。　（指定管理者）

４　必要な施設の改修を進め、サービス水準の確保に努めてまいります。(県）

５、６　契約の方については保護者のご意向や対応にお任せするようにしてい
　　ます。信濃学園が支援を手厚くすることで保護者の方が一歩も二歩も引い
　　てしまう、という事例も過去にはありました。あくまでも「本人と保護者との交
　　流の回数や関係性を深めるために支援を行う」という視点を忘れないように
　　していきます。措置の方については信濃学園所長が保護者を代行していま
　　す。ご指摘のような例（学校を欠席して）というような対応は、信濃学園の判
　　断で実施が可能です。利用者の障害状況や実態に応じた対応を学校をは
　　じめとした関係機関と連携の上、行っていきたいと考えます。
　　　職員の研修については、利用者の障がいや社会の価値観の多様性を鑑
　　み、多角的に支援ができるように努めていきます。　（指定管理者）

在宅障がい児支援

１　宿泊型なので、大変なご苦労を知ることができた。
　　通学時の配慮など、労力と資金がかかる仕事だとわかった。

２　コロナ感染症拡大により、短期入所、日中一時支援事業の受入れがされませんでした。
　　感染対策を徹底した緊急一時保護はできていましたので、県内唯一の障害児入所施設
　として、県との協議を進め手段を講じる必要があったと思いました。強度行動障害など重
　度の障害児やその家族にとって、短期入所や日中一時支援による療育やレスパイトも必
　要な在宅支援事業となっています。

１　今後とも適正な運営を行うよう努めてまいります。特に通学時に個別配慮
　が必要な児童が増えてきたことから、今後も事故を起こさないように努めてま
　いります。（指定管理者）

２　国をあげての感染症拡大防止のため短期入所、日中一時支援事業の受
　入れは制限しましたが、緊急一時保護は受け入れるように努力をしました。
　令和５年４月末にはすべての受け入れをコロナ前に戻しました。
　　コロナ以前からの課題として、空床型のため、例えば男子寮で受け入れが
　可能であるときは女児という性別を理由に短期入所等を断らざるを得ない、と
　いう実態がありました。令和６年１月、こまくさ寮の職員室を利用者居室に改
　修工事を行い、一定の条件が整えば性別を問わず１名の受け入れが可能な
　体制を整備しました。
　　抜本的な対策としては、２人部屋の解消により個室数を増やす等が必要に
　なりますが、これについては県に改修工事のお願い等をしていきたいと考えま
　す。（指定管理者）

項　　　目 指摘・意見等 左記への対応方針

日時 場所 内容

令和5年11月14日 松本市波田4417-8 令和４年度の管理運営状況及び県のモニタリング状況について

平出　宗男 長野県信濃学園保護者会　会長

二木　玲子 松本市こども部こども福祉課　課長

奥村　惠子 専門家（特定社会保険労務士）

宮下　智 長野県知的障がい福祉協会　会長 web参加

評価者名 役職等 備考

酒井　富雄 専門家（公認会計士）

指定管理者制度導入施設の第三者評価結果　【対象年度：令和５年度】

長野県信濃学園 所管部・課 障がい者支援課

社会福祉法人　長野県社会福祉事業団 指定期間 令和３年４月１日　～　令和８年３月31 日（５年間）
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総合評価

１　大変よく運営されています。

２　施設を見学させていただき、老朽化しているにも関わらず、清潔感が見いていました。

３　様々な利用者がいる中で、職員の方々が大変かと感じました。

１、２、３　今後とも適正な運営を行うよう努めてまいります。（指定管理者）

施設の管理運営の課
題

１　BCP作成においては、緊急時対応、災害対応、帰宅（職員の）マニュアルなど、要るの
　ではないか。

２　老朽化の問題については、早急に解決でいればいいと思います。

３　施設定員数にあった施設への建て替えの必要を感じました。その時々に改修をするだ
　けでは根本的な解決はできないと思いますので、県内唯一の知的障害児入所施設として
　重度である児童の個々の特性に対応ができ、家庭環境に近い施設整備を早急に整える
　必要を感じました。

４　県内において、一時保護が必要な強度行動障がい児や重度の知的障がい児の受入れ
　体制が整っていないと感じています。県内唯一の知的障害児入所施設として、十分対応
　できるような体制への変更をお願いします。

５　確かに環境改善のために、大規模修繕に取り組んでいるが、とても魅力的なハードであ
　るとは考えにくい。国の指針にもある通り、また常識的な考えでも、子どもたちの支援は、
　小集団の家庭的なハード、ソフトの中で実施されることが望ましいのは自明である。
　　長野県唯一の児童入所施設であることを考えると、長野県が県として障害のある子ども
　たちの豊かな暮らしをどのくらい真剣に応援することができるかという志が問われている
　のではないか。それならば、大規模修繕ではなく、全面改築が求められると思う。

１　緊急時対応、災害対応を念頭に置いて作成したのがＢＣＰです。不足してい
　ると感じられる箇所があれば具体的に示していただければ必要な対応をしま
　す。尚、帰宅マニュアルはありませんが、帰宅困難時には別棟を改修して利
　用可能としたり、空き室の利用を可能にしたりと、必要な対応をとっておりま
　す。（指定管理者）

２、３、４、５　老朽化や全面改築については受託者である事業団も同意見です。
　　先述のとおり、県の方々に信濃学園の実態をご理解いただくための主体的
　な努力を事業団が行ってきたかといえば、そうでもありません。令和６年度以
　降は事業団が積極的に県に働きかけを行って、県と事業団が協力して問題
　解決に取り組むように努めてまいりたいと存じます。　（指定管理者）

５　児童の健やかな成長のための療育に必要な、施設の修繕・改修を進め、
　サービス水準の確保に努めてまいります。(県）

職員・管理体制

１　職員配置の充足が必要でしょうか。

２　労働時間の管理について、客観的な方法を検討すべきでしょうか。

３　職員研修などによる人材育成や、ストレスチェックによる職員の心身の健康への配慮が
　されていました。

４　老朽化した施設の管理や清掃を、職員が利用者等の支援に加えて行うことは大変厳し
　いと感じます。コロナが5類となったことから、業務委託を再開し、職員の心労の軽減を図
　る必要があると思います。

５　ワークライフバランスのとれた職場環境とするために、全国的に人材不足という状況で
　はありますが、県との連携によって職員不足状態の早期解消をお願いしたいと思います

６　タイムカードが今時の対応だと思います。

１、５　県やハローワークと連携をし、職員不足の解消に努めてまいります。
　　（指定管理者）

２、６　現在の方法は労基署の指導のもとで作成し、運用しております。必要な
　　ら事業団と提携している社会保険労務士にも意見をきき、法人として対応を
　　していきたいと考えます。（指定管理者）

３　職員の心身の健康維持のため、事業者・労働者が協力して労務上の問題
　解決に取り組んでまいりました。今後も事業者の責任であることは念頭におき
　つつ、労使が協力をして対応をしていきます。（指定管理者）

４　施設の管理等の業務委託の再開をしました。（指定管理者）

収支状況

１　収支状況を、当事業単独数値として、誰か証明が要るのではないでしょうか。

２　指定管理料の中に措置費が含まれていて、純粋な指定管理料と措置費の内訳が明確
　ではない。民間法人は、支援費だけの収入で全ての運営をしているわけだから、その余
　分なお金が有効に使われるように、また、余分にお金が（税金）来ていることを、そこで働
　く職員がその自覚をして、どのような社会的な責任を果たしていくべきかを深く考えるべき
　である。
　　私的な概算だが、純粋な指定管理料は一億円に近い額になると思う。
　　総収入２憶８０００万円のうち一億円近くが指定管理料である実態、一億円が入らなけ
　れば、人件費率は、100％近くなり、民間企業なら倒産である。勤務時間の有効活用を含
　め、総合的な研究が必要である。

１　会計規則に則って処理をしております。（指定管理者）

２　県で唯一の施設ということから、ご指摘の総合的な研究については、施設
　内の利用者支援の効果に関することのみならず、労働者の確保の問題やワ
　ークライフバランス、ストレスマネジメント等を検討要因とする一方、その結論
　が実際に採用可能・運用可能な方法であるという見通しが得られるか否かま
　で含めた検討が必要であると考えます。（指定管理者）


